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林
政
審
答
申

現
在
の
林
政
の
重
点
課
題
は
資
源
、
流
通
・
加
工
、

国
有
林
で
あ
る
が
、
こ
と
暫
く
、
国
有
林
関
連
の
動
き

が
目
立
っ
た
。
林
政
審
議
会
「
国
有
林
野
事
業
の
改

革
推
進
に
つ
い
て
」
答
申
(
昭
和
五
十
四
年
一

月
)
、

い
わ
ゆ
る
林
野
三
法
|
|
国
有
林
野
事
業
改
善
措
置

法
及
び
国
有
林
野
法
の
一
部
改
正
、
他
に
保
安
林
臨

時
措
置
法
の
一
部
改
正
|
|
の
成
立
(
四
月
)
、
林

野
庁
本
庁
組
織
の
再
編
成
(
七
月
)
と
い
う
よ
う
で

あ
る
。林

政
審
答
申
は
本
誌
四
月
号
に
お
い
て
、
蔵
持
氏

が
詳
細
に
説
明
し
て
お
ら
れ
る
の
で
(
国
有
林
野
事

業
の
改
革
推
進
に
つ
い
て

l
林
政
審
答
申
の
概
要

|
)
、
改
め
て
述
べ
る
必
要
は
な
い
と
思
う
が
、
骨

子
は
、
①
経
営
改
革
に
あ
た
っ
て
は
、
昭
和
七
十
二
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ま
っ
て
い
る
と
あ
っ
た
が
、
国
有
林
経
営
や
林
業
に

対
し
、
都
市
住
民
等
の
関
心
を
求
め
、
理
解
を
深
め

る
機
会
と
し
て
こ
の
制
度
は
評
価
さ
れ
よ
う
。

国
有
林
関
連
で
は
な
い
が
、
保
安
林
整
備
臨
時
措

置
法
の
一
部
改
正
で
は
、
本
法
は
四
月
三
十
日
ま
で

の
時
限
立
法
で
あ
り
、
社
会
・
経
済
の
発
展
に
よ
っ

て
保
安
林
の
重
要
性
は
増
し
て
き
で
お
り
、
法
の
有

効
期
間
を
一

O
年
延
長
す
る
こ
と
と
し
、
さ
ら
に
、

機
能
が
低
下
し
て
い
る
保
安
林
に
つ
い
て
、
所
期
の

機
能
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
|
|
保
安
林
整
備
計

画
に
基
づ
き
指
定
の
目
的
に
即
し
て
機
能
し
て
い
な

い
と
認
め
ら
れ
る
保
安
林
で
、
造
林
、
保
育
、
伐
採

ほ
か
の
施
業
を
早
急
に
実
施
す
る
必
要
の
あ
る
要
整

備
森
林
を
特
定
保
安
林
と
し
て
指
定
し
、
実
施
す
べ

き
施
業
の
方
法
、
時
期
等
を
定
め
る
ー
ー
を
講
ず
る

こ
と
と
し
た
。

こ
の
林
野
三
法
に
つ
い
て
、
衆
・

参
両
院
で
付
帯

決
議
が
つ
い
た
。

ま
ず
国
有
林
野
事
業
改
善
特
別
措
置
法
で
は
、
森

林
資
源
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
森
林
の
整
備
拡
充
に

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
、
公
益
機
能
を
一
一
層
発

揮
さ
せ
る
た
め
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
、
組
織
機

構
の
整
備
に
あ
た
っ
て
は
地
方
自
治
体
及
び
関
係
団

体
の
意
見
を
踏
ま
え
て
、
地
元
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
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年
度
ま
で
に
収
支
の
均
衡
を
回
復
す
る
こ
と
を
目
標

と
し
て
、
事
業
改
善
期
聞
を
六
十
八
年
度
ま
で
延
長

す
る
。
②
森
林
資
源
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
拡
大
造

林
を
見
直
し
、
天
然
林
施
業
の

一
一
層
の
推
進
を
は
か

り
、
公
益
的
機
能
の
高
度
発
揮
の
た
め
の
複
層
林
施

業
の
推
進
に
努
め
る
。
③
事
業
運
営
の
簡
素
化
・
合

理
化
で
は
、
立
木
販
売
を
指
向
す
べ
き
で
あ
る
が
、

現
実
に
継
続
さ
れ
る
素
材
生
産
・
販
売
は
、
厳
正
な

コ
ス
ト
計
算
に
基
づ
い
て
行
な
う
こ
と
と
し
、
事
業

実
行
形
態
は
、
請
負
化
を
促
進
す
る
方
向
に
沿
っ
て

直
ょ
う
事
業
の
見
直
し
を
行
な
い
、
直
ょ
う
事
業
は

真
に
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
業
務
に
特
化
し
て
ゆ
く
。

④
要
員
は
六
十
三
年
度
に
四
万
人
規
模
と
し
、
局
署

組
織
を
改
善
合
理
化
、
担
当
区
事
務
所
を
統
廃
合
す

る
。
⑤
自
己
収
入
の
確
保
・
増
大
の
た
め
、
林
野
・
土

招
か
な
い
と
と
。

国
有
林
野
法
で
は
、
分
収
育
林
制
度
の
実
施
に
あ

た
っ
て
は
、
地
元
市
町
村
と
協
調
し
、
定
住
条
件
の

整
備
、
推
進
の
た
め
の
環
境
.
つ
く
り
に
寄
与
す
る
よ

う
努
め
る
こ
と
、
契
約
の
募
集
に
あ
た
っ
て
は
特
定

の
法
人
や
団
体
に
偏
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
努
め
る

こ
と
、
国
は
そ
の
保
育
、

管
理
に
つ
い
て
国
の
責
任

を
確
保
す
る
よ
う
努
め
る
等
費
用
負
担
者
の
権
利
が

損
わ
れ
る
と
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

保
安
林
臨
時
措
置
法
の
一
部
改
正
で
は
、
造
林
等

保
安
林
の
機
能
回
復
措
置
の
早
期
完
了
、
保
安
林
の

整
備
の
た
め
、
治
山
、
林
道
、
保
育
な
ど
に
積
極
的

に
助
成
す
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
ら
法
案
の
審
議
を
め
ぐ
っ
て
、
衆
・
参
両
議

院
の
農
林
水
産
委
員
会
で
参
考
人
の
陳
述
が
行
な
わ

れ
た
。
そ
の
う
ち
元
東
大
経
済
学
部
教
授
の
大
内
力

氏
は
、
林
業
は
、
企
業
の
よ
う
に
大
量
の
借
入
金
を

し
て
そ
の
上
に
利
子
を
払
っ
て
、
そ
れ
で
計
算
が
成

り
立
つ
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い

か
、
今
の
国
有
林
特
別
会
計
が
や
っ
て
い
る
よ
う

に
、
投
資
の
部
分
を
長
期
の
借
入
金
と
い
う
形
で
や

っ
て
く
る
と
、

一
O
年
か
二

O
年
先
に
だ
ん
だ
ん
林

相
が
良
く
な
っ
て
き
て
収
入
が
ふ
え
て
く
る
と
い
う

と
き
に
、
ま
た
も
や
利
子
と
償
還
金
に
食
い
つ
ぶ
さ

地
売
払
い
等
で
六
十
三
年
度
ま
で
に
過
去
五
カ
年
の

実
絞

一
千
億
円
の
ほ
ぼ
三
倍
程
度
の
収
入
確
保
に
努

め
る
。
⑥
財
政
措
置
で
は
、
六
十
八
年
度
ま
で
一
般

会
計
、
財
政
投
融
資
資
金
の
導
入
を
継
続
す
る
ー
ー

な
ど
で
あ
る
。

林
野
三
法
の
成
立

こ
の
答
申
を
受
け
て
、
四
月
二
十
七
日
国
有
林
野

事
業
改
善
措
置
法
の

一
部
改
正
が
行
な
わ
れ
、
経
営

改
善
計
画
の
見
直
し
、
改
善
期
間
を
昭
和
六
十
八
年

度
ま
で
延
長
し
、
ま
た
、
退
職
者
が
急
増
す
る
こ
と

か
ら
退
職
手
当
の
借
入
れ
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
そ

の
利
子
支
払
い
の
た
め
一
般
会
計
か
ら
繰
入
金
を
す

る
こ
と
が
，で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

同
時
に
成
立
し
た
国
有
林
野
法
の
一
部
改
正
に
つ

い
て
は
、
昭
和
五
十
八
年
公
布
さ
れ
た
分
収
造
林
特

別
措
置
法
の

一
部
改
正
に
よ
り
分
収
育
林
制
度
が
創

設
さ
れ
た
が
(
本
誌
五
十
八
年
八
月
号
宮
本
品
二
「
森

林
整
備
推
進
の
た
め
の
法
改
正
」
参
照
)
、
成
育
途
上

の
森
林
の
育
林
費
用
を
都
市
住
民
ほ
か
か
ら
求
め
収

益
分
収
と
す
る
分
収
育
林
制
度
が
、
法
改
正
に
よ
り

国
有
林
に
も
導
入
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
改
正

案
の
提
案
理
由
説
明
に
、
森
林
の
造
成
に
自
ら
参
加

し
、
あ
る
い
は
林
業
に
対
す
る
投
資
を
通
じ
て
森
林

造
成
に
協
力
し
た
い
と
い
う
気
運
が
国
民
の
聞
に
高
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れ
て
し
ま

勾
こ
と
を
繰
り
返
さ
ざ
る
を
得
な
く
な

ろ
う
。
利
子
負
担
を
負
わ
な
い
形
で
国
有
林
野
の
蓄

積
を
増
大
し
、
林
相
の
改
善
を
図
っ
て
ゆ
く
こ
と
が

必
要
で
あ
る
、
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
単
年

度
決
算
と
い
う
よ
う
な
形
で
収
支
の
つ
じ
つ
ま
を
合

わ
せ
る
よ
う
な
や
り
方
は
、
林
業
で
は
ほ
と
ん
ど
不

可
能
だ
ろ
う
、
と
も
言
っ
て
お
ら
れ
る
。

昭
和
五
十
九
年
度
の
国
有
林
の
借
入
金
総
額
は

二、

二
七

O
億
円
、
長
期
借
入
金
利
子
は
七
三
七
億

円
と
な
っ
て
い
る
。
右
の
大
内
氏
の
言
葉
は
、
本
誌

読
者
に
と
っ
て
も
、
決
し
て
対
岸
の
火
に
対
す
る
も

の
と
は
映
ら
な
い
だ
ろ
う
。

林
野
庁
の
組
織
改
革

林
野
庁
は
七
月
一
日
付
で
本
庁
組
織
の
再
編
成
を

行
な
う
と
と
も
に
、
そ
れ
に
伴
う
人
事
異
動
を
発
令

し
た
。今

回
は

一
連
の
改
善
、
合
理
化
の
一
環
で
あ
り
、
国

有
林
野
事
業
の
経
営
健
全
化
の
た
め
責
任
体
制
の
明

確
化
と
経
営
の
効
率
化
を
図
る
と
と
も
に
、
林
政
が

当
面
す
る
諸
課
題
に
適
切
に
対
処
し
う
る
よ
う
に
し

た
も
の
で
、
と
く
に
国
有
林
経
営
部
門
に
つ
い
て
は
、

一
体
的
な
運
営
に
よ
っ
て
企
業
体
と
し
て
の
機
能
を

高
度
に
発
揮
し
う
る
体
制
と
し
た
と
し
て
い
る
。

再
編
成
後
の
本
庁
組
織
は
、
四
部
制
は
変
ら
な
い

57-



'84・9

が
、
職
員
部
を
廃
し
管
理
部
を
新
設
、
国
有
林
経
営

部
門
は
管
理
部
と
業
務
部
、
林
政
部
門
は
林
政
部
と

指
導
部
が
そ
れ
ぞ
れ
担
当
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
両

部
門
の
区
分
を
明
確
に
し
た
。
こ
れ
ま
で
、
林
政
部
、

指
導
部
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
き
た
国
有
林
野
事
業

職
員
の
人
事
、
国
有
林
野
の
管
理
・
処
分
、
国
有
林

野
の
経
営
計
画
に
関
す
る
事
務
は
、
管
理
部
ま
た
は

業
務
部
に
移
さ
れ
た
。

加
え
て
、
組
織
の
簡
素
化
の
た
め
に
一
課
を
削
減

す
る
と
と
も
に
、班
、
係
を
再
編
整
理
し
、
国
有
林
野

の
本
庁
定
員
三

O
人
を
削
減
し
た
。
ま
た
、
林
政
部
門

に
お
い
て
木
材
流
通
対
策
を
強
化
す
る
た
め
木
材
流

通
対
策
室
を
設
置
し
た
の
を
始
め
、
地
域
林
業
、
森
林

開
発
公
団
、
国
際
協
力
お
よ
び
林
野
資
料
館
に
関
す

る
事
務
に
つ
い
て
も
再
編
成
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

人
事
面
で
は
、
七
月
六
日
付
で
林
野
庁
長
官
が
秋

山
智
英
氏
か
ら
官
房
長
で
あ
っ
た
角
道
一
誠
一
氏
に
交

代
し
た
。
技
官
長
官
は
三
七
年
間
続
い
た
そ
う
だ

が
、
事
務
官
角
道
氏
の
就
任
は
国
有
林
経
営
困
難
の

な
か
で
、

取
沙
汰
さ
れ
る
に
充
分
な
話
題
で
あ
る
。

白
書
二
十
年

こ
の
ほ
か
昭
和
五
十
九
年
度
予
算
、
新
規
事
業
の

話
題
が
あ
る
。
予
算
に
つ
い
て
は
、
公
共
事
業
費

二
、
九
八
七
億
円
(
対
前
年
度
比
九
七

・
二
%
)
、

林山

政
策
を
説
明
し
て
ゆ
く
と
い
う
推
移
を
み
せ
て
い
る

と
考
え
る
。
近
年
の
林
政
の
中
心
課
題
は
「
地
域
林

業
」
の
形
成
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
輪
廓
内
容
は
、

右
の
テ
l
マ
の
一
巡
を
通
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
理
解

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
家
族
経
営
的
林
業
」
の
探
索

昭
和
三
十
九
年
度
白
書
か
ら
一
一
一
冊
の
白
書
を
通

覧
し
て
、
と
り
わ
け
気
の
付
い
た
こ
と
の
み
記
し
て

み
よ
う
。

林
業
基
本
法
は
林
業
生
産
の
担
い
手
を
明
定
し
て

い
な
い
が
、
興
味
が
持
た
れ
る
の
は
、
初
期
の
白
書
に

お
い
て
、
林
業
基
本
法
に
先
立
つ
農
林
漁
業
基
本
問

題
調
査
会
答
申
「
林
業
の
基
本
問
題
と
基
本
対
策
」

(
昭
和
三
十
五
年
)
が
生
産
の
担
い
手
と
し
て
高
い
評

価
を
与
え
た
家
族
経
営
的
林
業
|
|
家
族
労
働
に
よ

る
小
規
模
の
主
と
し
て
農
家
林
家
に
よ
る
林
業
経
営

ー
ー
の
探
索
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
探
索
と
言

っ
た
の
は
、
答
申
で
は
合
理
的
な
家
族
経
営
育
成
の

指
標
と
し
て
の
育
林
生
産
の
規
模
と
し
て
、
原
則
と

し
て
農
林
業
あ
わ
せ
て
自
立
可
能
な
規
模
で
あ
り
、

農
家
林
業
で
は
五
町
歩
以
上
、
普
通
に
は
一

O
町
歩

以
上
、

専
業
的
な
育
林
経
営
で
は
二

O
町
歩
程
度
以

上
と
述
べ
る
に
留
っ
て
い
る
。
こ
の
自
立
可
能
な
規

と
い
う
の
は
、
経
営
の
成
果
と
し
て
の
所
得
の
水
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非
公
共
事
業
費
五
七
九
億
円

(
同
一

0
0
・
一
%
)

合
計
三
、
五
六
七
億
円
(
同
九
七
・
七
%
〉
と
厳
し

い
も
の
で
あ
る
。
新
規
重
点
事
業
は
、
林
業
地
域
の

活
性
化
対
策
、
複
層
林
造
成
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
、
重

要
流
域
保
安
林
総
合
整
備
事
業
、
木
材
産
業
の
拠
点

整
備
事
業
で
あ
り
、
現
在
の
林
政
の
重
点
課
題
を
そ

の
ま
ま
示
し
て
い
る
。
予
算
に
つ
い
て
は
本
誌
三
月

号
、

新
規
重
点
事
業
に
つ
い
て
は
二
、
三
月
号
に
そ

れ
ぞ
れ
詳
細
な
説
明
が
あ
る
の
で
そ
れ
ら
を
参
照
し

て
頂
く
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
林
業
基
本
法
に

よ
り
国
会
に
提
出
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
林
業
の

動
向
に
関
す
る
年
次
報
告
、
い
わ
ゆ
る
林
業
白
書
が

今
年
で
二

O
年
目
を
迎
え
た
の
で
、
そ
の
二

O
年
を

ふ
り
か
え
り
み
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

林
業
白
書
は
、
か
な
り
の
数
の
大
学
の
林
学
科
で

教
材
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
白

書
の
性
格
上
、
林
業
の
動
向
と
政
策
の
情
報
が
網
羅

的
に
示
さ
れ
て
い
る
点
を
評
価
し
て
の
事
だ
ろ
う
。

い
ろ
い
ろ
の
読
み
方
が
あ
る
と
思
う
が
、
林
政
の
基

本
に
な
る
政
策
課
題
な
い
し
そ
の
根
底
に
あ
る
政
策

理
念
を
白
書
に
よ
っ
て
知
る
事
が
で
き
な
い
か
、
こ

う
考
え
て
二

O
年
の
白
書
の
第
一
部
、
林
業
の
動
向

を
繰
っ
て
み
た
。

筆
者
の
手
許
に
あ
る
白
書
を
み
る
限
り
、
昭
和
四

準
を
示
す
に
す
ぎ
ず
、
肝
腎
の
経
営
の
内
容
に
関
し

て
は
何
も
言
っ
て
い
な
い
。
確
か
に
小
規
模
の
農
家

林
家
が
当
時
活
発
に
造
林
活
動
を
展
開
し
て
は
い
た

が
、
林
地
所
有
規
模
、
林
木
資
産
の
規
模
と
状
態
、

技
術
の
態
様
が
総
体
と
し
て
い
か
な
る
実
体
に
あ

り
、
そ
れ
が
ど
う
す
れ
ば
よ
り
発
展
し
、
広
汎
な
社

会
的
生
産
力
の
担
い
手
と
な
っ
て
ゆ
く
の
か
不
分
明

で
あ
っ
た
。
答
申
の
理
念
を
白
書
が
受
け
継
い
で
、

林
業
生
産
力
の
担
い
手
を
明
定
し
よ
う
と
試
み
る
の

で
あ
る
。

白
書
は
、
そ
の
基
礎
資
料
づ
く
り
の
た
め
に
始
ま

っ
た
林
家
経
済
調
査
な
ど
の
資
料
を
駆
使
し
、
「
合

理
的
な
家
族
経
営
的
林
業
」
を
探
し
当
て
よ
う
と
努

力
を
続
け
た
。
こ
れ
ら
の
分
析
に
よ
っ
て
中
小
林
家

の
生
産
活
動
と
所
得
の
状
況
は
浮
び
あ
が
る
が
、
そ

れ
が
、
基
本
問
題
答
申
に
対
す
る
批
判
と
し
て
し
ば

し
ば
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
我
が
国
林
業
に
お
け
る
構

造
的
な
矛
盾
を
解
消
し
て
ゆ
く
う
え
で
中
心
的
な
役

割
を
果
す
べ
き
存
在
と
は
到
底
な
り
難
く
、
昭
和
四

十
年
代
に
入
っ
て
間
も
な
く
始
ま
る
材
価
の
低
迷
と

労
働
力
流
出
の
進
行
の
中
で
、
中
小
規
模
林
家
の
活

動
水
準
や
所
得
の
低
下
が
起
り
、
や
が
て
白
書
も
そ

れ
に
つ
い
て
分
析
す
る
意
欲
を
失
っ
て
ゆ
く
の
で
あ

る。

十
七
年
度
よ
り
そ
の
第
二
章
を
目
玉
に
仕
立
て
、
林

業
の
現
状
と
林
政
の
課
題
に
つ
い
て
項
目
を
分
け
な

が
ら
、
順
次
重
点
的
に
説
明
を
加
え
る
と
い
う
ス
タ

イ
ル
を
と
っ
て
い
る
。
第
二
章
の
標
題
は
、
四
十
七

年
度
国
有
林
野
事
業
の
課
題
、
四
十
八
年
度
森
林
資

源
を
め
ぐ
る
課
題
、
四
十
九
年
度
林
業
の
発
展
と
山

村
地
域
の
課
題
、
五
十
年
度
林
業
の
発
展
と
林
家
の

課
題
、
五
十
一
年
度
林
業
の
地
域
発
展
を
め
ぐ
る
課

題
、

五
十
二
年
度
木
材
需
給
と
林
業
発
展
の
課
題
、

五
十
三
年
度
林
業
の
発
展
と
森
林
資
源
の
整
備
を
め

ぐ
る
課
題
、
五
十
四
年
度
地
域
林
業
の
担
い
手
育
成

を
め
ぐ
る
課
題
、
五
十
五
年
度
木
材
需
給
構
造
の
変

化
と
流
通
加
工
部
門
の
対
応
、
五
十
六
年
度
林
業
経

営
の
現
状
と
林
業
発
展
の
課
題
、
五
十
七
年
度
森
林

管
理
の
現
状
と
緑
資
源
の
確
保
、
と
な
っ
て
い
る
。

五
十
八
年
度
は
第
四
章
が
林
政
の
推
進
と
国
有
林
野

と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
従
来
の
第
二
章
に
相
当
す

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

内
容
は
、
国
有
林
、
資
源
、
山
村
、
地
域
林
業
、

木
材
需
給
と
ま
ず
一
巡
し
、
資
源
に
戻
り
、
地
域
林

業
の
担
い
手
、
流
通
加
工
、
林
業
経
営
、
森
林
管
理

(
資
源
)
、
そ
し
て
国
有
林
と
地
域
林
業
(
五
十
八
年

度
)
と
い
う
よ
う
に
、
テ
!
?
は
循
環
し
、
順
次
テ

1
7
の
間
の
結
び
つ
き
を
強
め
な
が
ら
、
総
合
的
に
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林
政
告
書
酬
の
変
化

昭
和
四
十
年
代
前
半
期
に
木
材
経
済
は
大
き
く
転

換
す
る
。
高
度
経
済
成
長
の
結
果
と
し
て
木
材
に
代

替
す
る
工
業
製
品
が
出
ま
わ
る
一
方
、
削
機
材
用
材
の

伸
び
な
や
み
、
合
板
用
の
著
増
な
ど
木
材
需
要
構
造

は
一
変
す
る
。
外
材
輸
入
量
一
は
昭
和
四
十
四
年
に
国

産
材
供
給
量
と
並
び
な
お
増
加
を
続
け
る
。
木
材
価

格
は
低
迷
し
、
昭
和
四
十
三
年
に
は
増
加
を
続
け
た

林
家
所
得
は
低
下
傾
向
に
転
じ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
し
て
、
昭
和
四
十
五
年
度

白
書
は
第
二
章
混
森
林
と
国
民
生
活
と
い
う
項
を
設

け
、
そ
れ
ま
で
マ
イ
ナ
ー
の
取
扱
い
を
さ
れ
て
い
た

項
目
、
国
民
生
活
環
境
の
保
全
、
森
林
に
対
す
る
レ

ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
需
要
、
国
土
の
保
全
及
び
水
資
源

の
渦
養
等
森
林
の
公
益
的
機
能
の
発
揮
、
そ
し
て
自

然
保
護
の
課
題
を
国
民
生
活
と
木
材
と
い
う
経
済
的

機
能
の
課
題
と
と
も
に
強
調
し
た
。
政
策
基
調
の
転

換
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
次
い
で
四
十
六
年
度
白
書

は
、
加
え
て
、
国
有
林
事
業
改
善
に
触
れ
て
い
る
。

林
政
審
議
会
「
国
有
林
野
事
業
の
改
善
に
つ
い
て
」

答
申
が
四
十
七
年
十
二
月
に
出
た
。
同
年
度
の
白
書

は
国
有
林
問
題
を
集
中
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
国

有
林
野
事
業
は
材
価
の
低
迷
と
、
資
材
・
労
貨
の
高

騰
の
た
め
既
に
財
務
事
情
を
悪
化
さ
せ
て
い
た
。
ま
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た
、
開
発
の
進
行
に
よ
る
自
然
破
壊
が
問
題
と
さ

れ
、
公
益
的
機
能
を
重
視
し
た
森
林
施
業
の
採
用
、

各
種
事
業
の
合
理
化
、
組
織
機
構
の
統
廃
合
、
人
員

配
置
の
適
正
化
、

一
般
財
源
負
担
の
拡
大
等
を
慮
り

込
ん
だ
林
政
審
答
申
と
な
る
の
で
あ
る
。

国
有
林
に
お
い
て
は
、
翌
四
十
八
年
、
皆
伐
施
業

に
お
け
る
伐
区
面
積
の
縮
小
、
伐
区
の
分
散
、
天
然

林
施
業
の
重
視
を
内
容
と
す
る
新
た
な
森
林
施
業
に

施
世
間
方
式
が
転
換
さ
れ
る
。
自
然
保
護
運
動
の
高
ま

り
に
よ
り
、
と
り
わ
け
奥
地
天
然
林
の
伐
採
は
抑
制

を
余
儀
な
く
さ
れ
、
加
え
て
戦
後
復
興
と
高
度
経
済

成
長
に
対
応
す
る
過
伐
に
よ
る
資
源
枯
渇
に
よ
り
、

以
降
、
起
伏
は
あ
る
が
、
国
有
林
経
営
は
悪
化
の
一

途
を
た
ど
り
、

国
有
林
野
事
業
改
善
特
別
措
置
法

(
昭
和
五
十
三
年
〉
、
同
改
善
計
画
策
定
、
第
二
臨

調
答
申
、
そ
し
て
今
年
の
林
政
審
答
申
と

一
連
の
事

業
改
善

・
合
理
化
の
厳
し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
続
く
の

で
あ
る
。地

域
林
業
政
策
へ

き
て
、

肝
腎
の
現
状
に
か
か
わ
る
課
題
を
述
べ
る

前
に
紙
数
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
。
現
代
の
林
政

l
地

域
林
政
は
駆
け
足
で
触
れ
る
ほ
か
な
い。

昭
和
五
十
年
前
後
の
何
年
か
の
白
書
の
さ
ま
ざ
ま

の
分
析
を
経
て
、
五
十
五
年
前
後
の
白
書
の
記
述
か

'林山‘

ら
浮
ぴ
上
っ
て
く
る
の
が
、
い
う
と
こ
ろ
の
地
域
林

業
政
策
で
あ
る
。
簡
単
に
ス
ケ
ッ
チ
を
試
み
る
と
、

国
産
材
供
給
に
つ
い
て
、
個
々
の
森
林
所
有
者
、
素

材
生
産
者
、
製
材
業
者
、
原
木
及
び
製
品
市
売
市
場

等
が
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
経
営
の
合
理
化
を
図
る
の
み

で
は
到
底
克
服
で
き
る
よ
う
な
状
況
に
な
く
、
地
域

ぐ
る
み
の
取
組
み
に
努
め
、
国
産
材
が
比
較
的
有
利

な
市
場
条
件
を
有
す
る
地
方
市
場
に
お
い
て
そ
の
販

路
の
拡
大
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め

の
政
策
課
題
と
し
て
は
、
市
町
村
の
も
つ
企
画
調
整

能
力
に
期
待
し
、
地
域
に
お
け
る
林
業
振
興
の
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
を
樹
立
、
育
林
か
ら
流
通
に
至
る
一
体

的
整
備
を
図
る
。
森
林
組
合
を
中
心
に
林
業
労
働
力

の
組
織
化
を
図
り
、地
域
の
特
性
に
応
じ
て
農
業
、
特

用
林
産
物
の
生
産
等
と
適
切
な
組
合
わ
せ
を
進
め
兼

業
労
働
力
の
定
着
化
に
努
め
る
。
国
有
林
、
公
有
林

も
私
有
林
と
一
体
と
な
っ
て
、
地
域
林
業
の
形
成
を

推
進
す
る
(
五
十
四
年
度
白
書
な
ど
)
、
等
と
な
ろ

う
。
家
族
経
営
的
林
業
な
ど
個
別
経
営
に
林
業
生
産

の
担
い
手
を
求
め
た
直
裁
な
発
想
に
対
し
、
経
済
の

低
成
長
に
対
応
す
る
屈
折
し
た
復
雑
な
構
成
の
政
策

理
念
と
な
る
の
で
あ
る
。

第
三
次
全
国
開
発
計
画
の
見
直
し
、
点
検
作
業
に

お
い
て
、
自
治
体
、
企
業
等
各
種
の
主
体
か
ら
成
る

地
域
を
経
営
的
視
点
で
一
体
的
に
と
ら
え
、
各
主
体

の
有
機
的
な
協
力

・
連
帯
を
図
る
こ
と
を
通
じ
て
地

域
全
体
の
努
力

・
活
動
を
効
果
的
に
結
集
し
よ
う
と

す
る
「
地
域
経
営
」
な
る
理
念
が
出
さ
れ
て
い
る

(
国
土
審
議
会
調
査
部
会
、
国
土
庁
計
商

・
調
整
局

編
「
三
全
総
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
作
業
報
告

1
|一一一全

総
策
定
後
の
情
勢
変
化
と
新
し
い
国
土
計
画
へ
の
課

題
|
l
l
」
昭
和
五
十
八
年
)
。
さ
ら
に
包
括
的
に
地

域
全
体
の
連
帯
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
個
別

産
業
分
野
で
は
一
一
層
展
望
が
き
か
な
く
な
る
こ
と
だ

ろ
う
。と

も
あ
れ
、
地
域
林
業
は
こ
の
地
域
経
営
を
先
取

り
し
包
括
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
前
記

し
た
昭
和
四
十
五
年
の
政
策
転
換
は
、
開
発
重
視
の

新
全
総
の
最
中
に
お

い
て
、
昭
和
五
十
二
年
の
三
全

総
の
資
源
重
視
の
政
策
を
先
取
り
す
る
も
の
で
あ

り
、
対
応
は
い
ち
早
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

総
合
的
な
政
策
と
個
別
産
業
部
門
と
の
そ
れ
と
の
関

連
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
国
の
経
済
政
策
に
お

け
る
「
森
林

・
林
業
」
の
捉
え
方
を
端
的
に
示
す
も

の
、
と

い
え
よ
う
。
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